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上海市人民政府は 2017 年 4月 28日付での｢上海市人民政府 本市城鎮職員社会保険納付料比率の調整に

関する通達｣（滬府発｢2017｣48 号）を公布しました。2017 年の 1 月 1 日にの遡って、上海市社会保険料率の企業

負担部分が現在より合計 1%（39.5%⇒38.5%）引き下げられます。支払済社会保険料の超過部分は後日返却され

ることになります。詳細については、下記をご覧ください。 

 

項目 変更前 変更後 

養老保険 
企業負担 20% 20%(変更なし) 

個人負担 8% 8%(変更なし) 

医療保険 

企業負担 10% 9.5%(▲0.5%) 

個人負担 2% 2%(変更なし) 

失業保険 

企業負担 1% 0.5%(▲0.5%) 

個人負担 0.5% 0.5(変更なし) 

生育保険 

企業負担 1% １%(変更なし) 

個人負担 － － 

労災保険 

企業負担 0.5% 0.5%(変更なし) 

個人負担 － － 

住宅積立金 

企業負担 7% 7%(変更なし) 

個人負担 7% 7%(変更なし) 

合計 

企業負担 39.5％ 38.5％(▲1%） 

個人負担 17.5％ 17.5(変更なし) 

 

例）2016 年度上海市平均賃金（6,504 元）で社会保険料納付額を計算した場合、企業負担は毎月 65 元の減額

となります。 


